
 
 
 
 

令和５年８月 29 日 

 産業労働部産業政策課 

 
 

新たな首都圏情報発信拠点の運営事業者等の決定について 
 

 

県では、首都圏情報発信拠点「表参道・新潟館ネスパス」の建物老朽化
などに伴い、新たに銀座に情報発信拠点を設置することとし、「物産販売店
舗等運営事業者」、「飲食店舗運営事業者」、「実施設計・施工工事事業者」
の公募を実施してきました。 
 外部有識者等による審査会を経て、今回、新たな首都圏情報発信拠点の
運営事業者等を下記の通り決定しましたので、お知らせします。 
 

記 

 

１ 物産販売店舗等運営事業者 

  ・JR東日本新潟シティクリエイト株式会社 

   （新潟市中央区笹口一丁目９番１） 

・株式会社ジェイアール東日本企画新潟支社  

（新潟市中央区笹口一丁目９番１） 

※ 共同企業体 

 

２ 飲食店舗運営事業者 

  ・株式会社 Bit 
   （新潟市中央区新島町通 1ノ町 1977） 

 

３ 実施設計・施工工事事業者 

  ・株式会社乃村工藝社 

     （東京都港区台場2丁目3番4号） 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県報道資料 

【問い合わせ先】 

 産業政策課 石附、高橋 

 （直通）025-280-5231（内線）2740、2754 



 

【拠点施設の概要】                           【拠点施設の所在地】 

 

 

 

 

 

 

【拠点施設の内観イメージ】 

（１階 物産販売・軽飲食販売） 

  

（２階 日本酒試飲スペース・物産販売） 

■ 場  所  東京都中央区銀座 5-6-7 
■ 物件概要 RC造新築ビル内 地下１階～３階、８階 
      （延床面積 540.28㎡） 
■ 機  能（地下１階）移住相談窓口 

（１階・２階）物販／軽食販売、観光情報発信 
      （３階）イベントスペース 
      （８階）飲食店舗 


